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Ｑ．高齢者見守りサポーター協力事業所の役割とは？ 

日常生活や業務の中で高齢者等に対し，さりげない見守りや声かけ活動をお願いします。 

 そうした活動の中で，高齢者等に異変や気がかりなことがあれば，地域包括支援センターや在

宅介護支援センターにご連絡ください。地域包括支援センター及び在宅介護支援センターではそ

の方の情報収集を行い，関係機関と連携を図りながら対応します。必要に応じて病院受診誘導や

介護保険・その他福祉サービスの紹介を行い，安心して生活が送れるよう支援していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ・申し込み先】 

 

 

指宿市長寿介護課高齢者支援係 

（指宿市地域包括支援センター） 

担当：有村，田中 

電話：22-2111（内線 251） 

ＦＡＸ：24-4342 

高齢者等の異変を発見(見守りサポーター協力事業所) 

異変や気がかりなことの例 

○ 以前と比べ，痩せてきている気がする。 

○ 話の中で同じことを何度も話したり聞いてきたり

することがある。 

○ 散歩を日課にしていた方の姿をここ何日か見てい

ない。 

○ 通帳の再発行を何度も行っている。 

○ 小銭があるのにお札でしか支払いをしない。  

○ 健康食品等を必要以上に購入している。   等               
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対象となる高齢者 

民生委員・地域住民 
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・指宿市地域包括支援センター 

電話：22-2111  

・湯之里園在宅介護支援センター 

電話：22－4410 

・徳光苑在宅介護支援センター 

 電話：35-0027 

・薩摩富士荘在宅介護支援センター 

 電話：32－5381 


